
改正電帳法への対応

電子帳簿保存法（電帳法）とは？ 

それぞれの区分の要件に従った保存が必要です

通称「電帳法」とも呼ばれる「電子帳簿保存法」は、従来、紙での保存を義務付けられていた国税関係帳簿書類を電子デー

タで保存する際の要件を定めた法律です。紙のレシート・領収証等の証憑書類も、スマホやスキャナーでスキャン保存

することで、紙の書類の保存に代えてデータでの保存が可能。また電子取引を行った際の書類の保存は、これまで印刷し

紙で保存することが認められていましたが、原則として電子データで保存することが義務となります。

1998 年（平成10 年）の制定後、市場の変化に合わせて改正を繰り返してきた電子帳簿保存法（電帳法）。

2023年（令和5年）3月に公布の電子帳簿保存法施行規則に基づいた最新の改正電帳法への対応が求め

られています。

・会計ソフト等 PCを使用して
電子的に作成した帳簿
・電子的に作成した国税関係書類

紙領収書

紙請求書

電子的に自ら作成した帳簿・書類を
データで保存

・スキャン・読み取り

・メール添付の PDF等
・ECサイトから
ダウンロードした領収書
・システム経由でやりとりした
発注書や請求書等

区分１：電子帳簿等保存

区分3：電子取引

入力機器：

・入力機器の解像度は200dpi 以上

・カメラは387万画素以上

・カラー画像（※一般書類は白黒256諧調）など

スキャナ保存システム：

・訂正および削除データの履歴保存

・検索機能の確保（日付・金額・取引先）など…

各区分の詳しい要件は国税庁【電子帳簿等保存制度特設サイト】でご確認ください

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

取引先から紙で受領した書類を
画像データで保存

区分2：スキャナ保存

電子的に授受した請求書等の
取引情報をデータで保存

区分3：電子取引

取引先

受領

詳しくは裏面へ→

スキャナ保存要件の一例

・7年間（欠損事業年度の場合は10年間）保存が必要

・以下のいずれかの措置をおこなうこと：

①送信者側でタイムスタンプ付与・送受信者側で

　検証機能が必要

②データの授受後67日以内にタイムスタンプを付与

③訂正削除不可 (又は訂正削除履歴保存 )なシステムで

　データを授受及び保存すること

④正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する

　事務処理規程を備付け・運用すること　など…

電子取引データの保存要件の一例

・7年間（欠損事業年度の場合は10年間）保存が必要



改正電帳法への対応は、

Remota電子帳簿保存法対応について

請求書検索画面イメージ

・取引年月日：期間指定が可能

・取引金額：上限と下限を指定可能

・取引先：部分一致

・ステータス

・複数の検索項目を and 条件で検索

・値がないことを条件にして検索

・前回入力した検索条件を保持しない
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検索項目

検索条件

Remota により電子帳簿保存法の要件に沿った請求書の保存が可能となります。

保存期間要件

保存要件

検索要件

・請求書の画像データを10年間保管することができます。

・保存要件の確認のため、Remota の請求書／詳細画面の Information パネルに以下の情報を表示します。

保存形式（スキャン保存 or 電子保存）、解像度（dpi）、画素数（万画素）、カラー情報（カラー or 白黒）

・取引年月日、金額、取引先（発行元）、ステータスによる検索が可能となります。

・請求書検索結果の一覧表示はソートすることができます。

保存期間要件 スキャナ保存要件 検索要件

電子取引 取引年月日・金額・取引先で

請求書を検索

解像度・画素数・

カラー情報を表示

請求書の画像データを

10 年間保管

受領した請求書

紙請求書

PDF請求書

スキャナ保存

ファーストアカウンティングのソリューションにお任せください

PDF変換

PDF

PDF


